
令和 3年度 第１回 三重地方最低賃金審議会 

 

 

日 時  令和 3年 6月 10日（木）午前 11時 00分～ 

場 所  津第二地方合同庁舎 地下共用会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ 議 事 

 (1) 三重地方最低賃金審議会長会長代理の選出について 

 (2) 三重地方最低賃金審議会運営規程について  

(3) 令和 3年度における特定（産業別）最低賃金の金額改正に関する意向表明について 

(4) 意向表明のなされた６業種にかかる適用労働者数等の通知について 

(5) 令和 3年度における三重地方最低賃金審議会審議日程等について 

  (6) その他 

 

 

３ 閉 会 
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三重地方最低賃金審議会運営規程 
 

 

（目 的） 

第１条  三重地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）の議事運営は、最低賃金法（昭和

３４年法律第１３７号）及び最低賃金審議会令（昭和３４年政令第１６３号）に定めるも

ののほか、この規程の定めるところによる｡ 

 

（会議の招集） 

第２条  審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要と認めたときのほか、三重労働

局長（以下「局長」という。）、５人以上の委員又は労働者代表委員、使用者代表委員及び

公益代表委員各１人以上を含む３人以上の委員から開催の請求があったとき、会長が招集

する。 

２  前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付議事項及

び希望期日を少なくとも当該期日の１週間前までに、会長に通知しなければならない。 

３  会長は､会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、少なくとも

３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、局長に通知するもの

とする。 

  

（小委員会） 

第３条  会長は、審議会の議決により、特定の事案について事実の調査をし、又は細目にわたる

審議を行うため、委員を指名して小委員会を設けることができる。 

 

（委員の欠席） 

第４条  委員は､病気その他の事由によって会議に出席できないときは、その旨を会長に通知し

なければならない。 

２  委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ会長に通知し

なければならない。 

 

（会議の議事） 

第５条  会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２  委員は､会議において発言しようとするときは、会長の許可を受けるものとする。 

３  審議会は、会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くこと

ができる。 

 

（会議の公開） 

第６条  会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障

を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがあ

る場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあ

る場合には、会長は、会議を非公開とすることができる。 

２  会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとる

ことができる。 

 

（議事録及び議事要旨） 

第７条  会議の議事については、議事録を作成し、議事録には、会長及び会長の指名した委員２

名が署名するものとする｡ 

２  議事録及び会議の資料は、原則として公開とする｡ただし公開することにより、個人情

報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害さ

れるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわ

れるおそれがある場合には、会長は､議事録の一部又は全部を非公開とすることができる。 

３  議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

（現） 



 

 

  ４  前３項の規程は、小委員会について準用する。 

 

 

（意見の提出） 

第８条  会長は、審議会が議決を行ったときは、議決書又は答申書を局長に提出するものとする。 

 

（規程の改案） 

第９条  この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 

附 則 

（施行期日） 

この規程は、平成２７年６月５日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



三重地方最低賃金審議会運営規程 
 

 

（目 的） 

第１条  三重地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）の議事運営は、最低賃金法（昭和

３４年法律第１３７号）及び最低賃金審議会令（昭和３４年政令第１６３号）に定めるも

ののほか、この規程の定めるところによる｡ 

 

（会議の招集） 

第２条  審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要と認めたときのほか、三重労働

局長（以下「局長」という。）、５人以上の委員又は労働者代表委員、使用者代表委員及び

公益代表委員各１人以上を含む３人以上の委員から開催の請求があったとき、会長が招集

する。 

２  前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付議事項及

び希望期日を少なくとも当該期日の１週間前までに、会長に通知しなければならない。 

３  会長は､会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、少なくとも

３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、局長に通知するもの

とする。 

  

（小委員会） 

第３条  会長は、審議会の議決により、特定の事案について事実の調査をし、又は細目にわたる

審議を行うため、委員を指名して小委員会を設けることができる。 

 

（委員の欠席） 

第４条  会長が必要であると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声の送受信により、

相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。次項において

も同じ。）を利用する方法によって、会議に出席することができる。 

２  テレビ会議システムを利用する方法による会議の出席は、最低賃金審議会令第６条第６

項により準用する同令第５条第２項及び第３項に規定する会議への出席に含めるものと

する。 

３  委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、その旨を会長に通知し

なければならない。 

４  委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ会長に通知し

なければならない。 

 

（会議の議事） 

第５条  会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２  委員は､会議において発言しようとするときは、会長の許可を受けるものとする。 

３  審議会は、会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くこと

ができる。 

 

（会議の公開） 

第６条  会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障

を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがあ

る場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあ

る場合には、会長は、会議を非公開とすることができる。 

２  会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとる

ことができる。 

 

（議事録及び議事要旨） 

第７条  会議の議事については、議事録を作成し、議事録には、会長及び会長の指名した委員２

（案） 



名が署名するものとする｡ 

２  議事録及び会議の資料は、原則として公開とする｡ただし公開することにより、個人情

報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害さ

れるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわ

れるおそれがある場合には、会長は､議事録の一部又は全部を非公開とすることができる。 

３  議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

 

 

  ４  前３項の規程は、小委員会について準用する。 

 

 

（意見の提出） 

第８条  会長は、審議会が議決を行ったときは、議決書又は答申書を局長に提出するものとする。 

 

（規程の改案） 

第９条  この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 

附 則 

（施行期日） 

この規程は、令和３年６月１０日から施行する。 

 

 



令和３年度における特定（産業別）最低賃金の決定等に係る申し出の取扱い等について 

 

 

令 和 ３年 ２月 １６日 

三重地方最低賃金審議会 

 

特定（産業別）最低賃金の決定等については、昭和６１年２月の中央最低賃金審議会答申、

同年３月３１日付け基発第１８８号「今後の産業別最低賃金制度の運営について」等に基づ

き行ってきたところであり、令和３年度においてもこれらを踏まえて行うこととするが、さ

らに円滑な審議を図るため、令和３年度における特定（産業別）最低賃金の決定等に係る申し

出の取扱い等については、次によるものとする。 

 

１ 特定（産業別）最低賃金の決定等に係る申し出の意向表明について 

(1) 令和３年度において特定（産業別）最低賃金の決定等に係る申し出を行う場合には、 

予め、その意向を当審議会又は三重労働局長（以下「局長」という｡）に対し表明するも  

のとする。 

なお、局長に対し、意向の表明があったものについては、局長は当審議会に報告する 

ものとする。 

(2) 当該意向表明は、当審議会又は局長へ、原則として書面により令和３年３月２２日（月） 

までに行うものとする。 

(3) 意向表明は次に掲げる事項について行うものとする。 

イ 申出者 

ロ 申し出の内容〔当該特定（産業別）最低賃金の適用を受けるべき基幹的労働者（又は 

使用者）の範囲〕 

ハ 申し出の理由 

 

２ 特定（産業別）最低賃金の決定等の申し出について 

令和３年度において特定（産業別）最低賃金の決定等に係る申し出を行う場合には、令和 

３年７月９日（金）までに局長宛て行うものとする。 

  なお、決定等申出者は、申し出について当該申し出の意向表明後、速やかに関係労使当事 

者間の意思疎通を図ることとする。 

 

３ 特定（産業別）最低賃金の決定等の必要性の有無について 

前項の申し出について、当審議会は、次の点に留意の上検討を行うものとする｡ 

 (1) 関係労使の意見聴取については、次により行うものとする。 

イ 関係労使の意向、当該産業の実態等が十分反映されるよう努めるものとする。 

ロ その方法等について十分検討を行い、効率的な実施を図るよう努めるものとする。 

(2)  特定（産業別）最低賃金の決定等の必要性の有無について局長から諮問された場合に 

は、当審議会は、全会一致の議決が得られるよう努めるものとする。 





令和３年度 申出産業の事業場数及び従業者数 

 

 

  

ＮＯ 申 出 産 業 事業場数 従業者数 

１ Ｅ２１１ ガラス・同製品製造業 ３４ 
 

１，６２２ 
 

２ Ｅ２３４ 電線・ケーブル製造業 １１ 
 

３，２１７ 
 

３ Ｅ２４２ 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 ７４ 
 

２，２４１ 
 

４ 

三重県一般機械器具製造業 

 

☆Ｅ２５２ポンプ・圧縮機器製造業、Ｅ２５３一般産業用機械・装置製造

業、Ｅ２５９その他のはん用機械・同部分品製造業、Ｅ２６１農業用機械

製造業（農業用器具を除く）、Ｅ２６２建設機械・鉱山機械製造業のうち

建設用クレーン製造業、Ｅ２６３繊維機械製造業、Ｅ２６４生活関連産業

用機械製造業、Ｅ２６５基礎素材産業用機械製造業、Ｅ２６７半導体・フ

ラットパネルディスプレイ製造装置製造業、Ｅ２７１事務用機械器具製造

業、Ｅ２７２サービス用・娯楽用機械器具製造業 

３６２ 

 

１４，３４６ 

 

５ 

Ｅ２９ 電気機械器具、Ｅ３０ 情報通信機械器具、

Ｅ２８ 電子部品・デバイス製造業 

 

☆Ｅ２９４電球・電気照明器具製造業、Ｅ２９６電子応用装置製造

業、Ｅ２９７電気計測器製造業、Ｅ２９９９他に分類されない電気

機械器具製造業及びＥ３０３電子計算機・同附属装置製造業を除く 

３５４ 

 

２８，４５８ 

 

６ 

Ｅ２６２建設機械・鉱山機械製造業、Ｅ３１１ 自

動車・同附属品製造業、Ｅ３１３ 船舶製造・修理

業，舶用機関製造業、Ｅ３１５ 産業用運搬車両・

同部分品・附属品製造業、Ｅ３１９その他の輸送用

機械器具製造業、 

☆Ｅ３１９１自転車・同部分品製造業、Ｅ２６２建設機械・鉱山機

械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業以外を除く。 

４３４ 

 

３４，３２３ 

 



別添１

15日 1営業日 7営業日 30日

→ → → →

8月1日（日） 8月16日（月） 8月17日（火） 8月26日（木） 9月25日（土）

8月2日（月） 8月17日（火） 8月18日（水） 8月27日（金） 9月26日（日）

8月3日（火） 8月18日（水） 8月19日（木） 8月30日（月） 9月29日（水）

8月4日（水） 8月19日（木） 8月20日（金） 8月31日（火） 9月30日（木）

8月5日（木） 8月20日（金） 8月23日（月） 9月1日（水） 10月1日（金）

8月6日（金） 8月23日（月） 8月24日（火） 9月2日（木） 10月2日（土）

8月7日（土） 8月23日（月） 8月24日（火） 9月2日（木） 10月2日（土）

8月8日（日） 8月23日（月） 8月24日（火） 9月2日（木） 10月2日（土）

8月9日（月） 8月24日（火） 8月25日（水） 9月3日（金） 10月3日（日）

8月10日（火） 8月25日（水） 8月26日（木） 9月6日（月） 10月6日（水）

8月11日（水） 8月26日（木） 8月27日（金） 9月7日（火） 10月7日（木）

8月12日（木） 8月27日（金） 8月30日（月） 9月8日（水） 10月8日（金）

8月13日（金） 8月30日（月） 8月31日（火） 9月9日（木） 10月9日（土）

8月14日（土） 8月30日（月） 8月31日（火） 9月9日（木） 10月9日（土）

8月15日（日） 8月30日（月） 8月31日（火） 9月9日（木） 10月9日（土）

8月16日（月） 8月31日（火） 9月1日（水） 9月10日（金） 10月10日（日）

8月17日（火） 9月1日（水） 9月2日（木） 9月13日（月） 10月13日（水）

8月18日（水） 9月2日（木） 9月3日（金） 9月14日（火） 10月14日（木）

8月19日（木） 9月3日（金） 9月6日（月） 9月15日（水） 10月15日（金）

8月20日（金） 9月6日（月） 9月7日（火） 9月16日（木） 10月16日（土）

8月21日（土） 9月6日（月） 9月7日（火） 9月16日（木） 10月16日（土）

8月22日（日） 9月6日（月） 9月7日（火） 9月16日（木） 10月16日（土）

8月23日（月） 9月7日（火） 9月8日（水） 9月17日（金） 10月17日（日）

8月24日（火） 9月8日（水） 9月9日（木） 9月21日（火） 10月21日（木）

8月25日（水） 9月9日（木） 9月10日（金） 9月22日（水） 10月22日（金）

8月26日（木） 9月10日（金） 9月13日（月） 9月24日（金） 10月24日（日）

8月27日（金） 9月13日（月） 9月14日（火） 9月27日（月） 10月27日（水）

8月28日（土） 9月13日（月） 9月14日（火） 9月27日（月） 10月27日（水）

8月29日（日） 9月13日（月） 9月14日（火） 9月27日（月） 10月27日（水）

8月30日（月） 9月14日（火） 9月15日（水） 9月28日（火） 10月28日（木）

8月31日（火） 9月15日（水） 9月16日（木） 9月29日（水） 10月29日（金）

9月1日（水） 9月16日（木） 9月17日（金） 9月30日（木） 10月30日（土）

9月2日（木） 9月17日（金） 9月21日（火） 10月1日（金） 10月31日（日）

9月3日（金） 9月21日（火） 9月22日（水） 10月4日（月） 11月3日（水）

9月4日（土） 9月21日（火） 9月22日（水） 10月4日（月） 11月3日（水）

9月5日（日） 9月21日（火） 9月22日（水） 10月4日（月） 11月3日（水）

9月6日（月） 9月21日（火） 9月22日（水） 10月4日（月） 11月3日（水）

9月7日（火） 9月22日（水） 9月24日（金） 10月5日（火） 11月4日（木）

9月8日（水） 9月24日（金） 9月27日（月） 10月6日（水） 11月5日（金）

9月9日（木） 9月24日（金） 9月27日（月） 10月6日（水） 11月5日（金）

9月10日（金） 9月27日（月） 9月28日（火） 10月7日（木） 11月6日（土）

9月11日（土） 9月27日（月） 9月28日（火） 10月7日（木） 11月6日（土）

9月12日（日） 9月27日（月） 9月28日（火） 10月7日（木） 11月6日（土）

9月13日（月） 9月28日（火） 9月29日（水） 10月8日（金） 11月7日（日）

令和３年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和３年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(金)発効とするためには、8月5日（木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官総
持込

官報
公示

発効

makinosny
四角
ここにメモを書いてください。



別添１

15日 1営業日 7営業日 30日

→ → → →

令和３年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和３年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(金)発効とするためには、8月5日（木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官総
持込

官報
公示

発効

9月14日（火） 9月29日（水） 9月30日（木） 10月11日（月） 11月10日（水）

9月15日（水） 9月30日（木） 10月1日（金） 10月12日（火） 11月11日（木）

9月16日（木） 10月1日（金） 10月4日（月） 10月13日（水） 11月12日（金）

9月17日（金） 10月4日（月） 10月5日（火） 10月14日（木） 11月13日（土）

9月18日（土） 10月4日（月） 10月5日（火） 10月14日（木） 11月13日（土）

9月19日（日） 10月4日（月） 10月5日（火） 10月14日（木） 11月13日（土）

9月20日（月） 10月5日（火） 10月6日（水） 10月15日（金） 11月14日（日）

9月21日（火） 10月6日（水） 10月7日（木） 10月18日（月） 11月17日（水）

9月22日（水） 10月7日（木） 10月8日（金） 10月19日（火） 11月18日（木）

9月23日（木） 10月8日（金） 10月11日（月） 10月20日（水） 11月19日（金）

9月24日（金） 10月11日（月） 10月12日（火） 10月21日（木） 11月20日（土）

9月25日（土） 10月11日（月） 10月12日（火） 10月21日（木） 11月20日（土）

9月26日（日） 10月11日（月） 10月12日（火） 10月21日（木） 11月20日（土）

9月27日（月） 10月12日（火） 10月13日（水） 10月22日（金） 11月21日（日）

9月28日（火） 10月13日（水） 10月14日（木） 10月25日（月） 11月24日（水）

9月29日（水） 10月14日（木） 10月15日（金） 10月26日（火） 11月25日（木）

9月30日（木） 10月15日（金） 10月18日（月） 10月27日（水） 11月26日（金）

10月1日（金） 10月18日（月） 10月19日（火） 10月28日（木） 11月27日（土）

10月2日（土） 10月18日（月） 10月19日（火） 10月28日（木） 11月27日（土）

10月3日（日） 10月18日（月） 10月19日（火） 10月28日（木） 11月27日（土）

10月4日（月） 10月19日（火） 10月20日（水） 10月29日（金） 11月28日（日）

10月5日（火） 10月20日（水） 10月21日（木） 11月1日（月） 12月1日（水）

10月6日（水） 10月21日（木） 10月22日（金） 11月2日（火） 12月2日（木）

10月7日（木） 10月22日（金） 10月25日（月） 11月4日（木） 12月4日（土）

10月8日（金） 10月25日（月） 10月26日（火） 11月5日（金） 12月5日（日）

10月9日（土） 10月25日（月） 10月26日（火） 11月5日（金） 12月5日（日）

10月10日（日） 10月25日（月） 10月26日（火） 11月5日（金） 12月5日（日）

10月11日（月） 10月26日（火） 10月27日（水） 11月8日（月） 12月8日（水）

10月12日（火） 10月27日（水） 10月28日（木） 11月9日（火） 12月9日（木）

10月13日（水） 10月28日（木） 10月29日（金） 11月10日（水） 12月10日（金）

10月14日（木） 10月29日（金） 11月1日（月） 11月11日（木） 12月11日（土）

10月15日（金） 11月1日（月） 11月2日（火） 11月12日（金） 12月12日（日）

10月16日（土） 11月1日（月） 11月2日（火） 11月12日（金） 12月12日（日）

10月17日（日） 11月1日（月） 11月2日（火） 11月12日（金） 12月12日（日）

10月18日（月） 11月2日（火） 11月4日（木） 11月15日（月） 12月15日（水）

10月19日（火） 11月4日（木） 11月5日（金） 11月16日（火） 12月16日（木）

10月20日（水） 11月4日（木） 11月5日（金） 11月16日（火） 12月16日（木）

10月21日（木） 11月5日（金） 11月8日（月） 11月17日（水） 12月17日（金）

10月22日（金） 11月8日（月） 11月9日（火） 11月18日（木） 12月18日（土）

10月23日（土） 11月8日（月） 11月9日（火） 11月18日（木） 12月18日（土）

10月24日（日） 11月8日（月） 11月9日（火） 11月18日（木） 12月18日（土）

10月25日（月） 11月9日（火） 11月10日（水） 11月19日（金） 12月19日（日）

10月26日（火） 11月10日（水） 11月11日（木） 11月22日（月） 12月22日（水）

10月27日（水） 11月11日（木） 11月12日（金） 11月24日（水） 12月24日（金）



別添２

15日 3営業日 7営業日 30日

→ → → →

9月1日（水） 9月16日（木） 9月22日（水） 10月4日（月） 11月3日（水）

9月2日（木） 9月17日（金） 9月24日（金） 10月5日（火） 11月4日（木）

9月3日（金） 9月21日（火） 9月27日（月） 10月6日（水） 11月5日（金）

9月4日（土） 9月21日（火） 9月27日（月） 10月6日（水） 11月5日（金）

9月5日（日） 9月21日（火） 9月27日（月） 10月6日（水） 11月5日（金）

9月6日（月） 9月21日（火） 9月27日（月） 10月6日（水） 11月5日（金）

9月7日（火） 9月22日（水） 9月28日（火） 10月7日（木） 11月6日（土）

9月8日（水） 9月24日（金） 9月29日（水） 10月8日（金） 11月7日（日）

9月9日（木） 9月24日（金） 9月29日（水） 10月8日（金） 11月7日（日）

9月10日（金） 9月27日（月） 9月30日（木） 10月11日（月） 11月10日（水）

9月11日（土） 9月27日（月） 9月30日（木） 10月11日（月） 11月10日（水）

9月12日（日） 9月27日（月） 9月30日（木） 10月11日（月） 11月10日（水）

9月13日（月） 9月28日（火） 10月1日（金） 10月12日（火） 11月11日（木）

9月14日（火） 9月29日（水） 10月4日（月） 10月13日（水） 11月12日（金）

9月15日（水） 9月30日（木） 10月5日（火） 10月14日（木） 11月13日（土）

9月16日（木） 10月1日（金） 10月6日（水） 10月15日（金） 11月14日（日）

9月17日（金） 10月4日（月） 10月7日（木） 10月18日（月） 11月17日（水）

9月18日（土） 10月4日（月） 10月7日（木） 10月18日（月） 11月17日（水）

9月19日（日） 10月4日（月） 10月7日（木） 10月18日（月） 11月17日（水）

9月20日（月） 10月5日（火） 10月8日（金） 10月19日（火） 11月18日（木）

9月21日（火） 10月6日（水） 10月11日（月） 10月20日（水） 11月19日（金）

9月22日（水） 10月7日（木） 10月12日（火） 10月21日（木） 11月20日（土）

9月23日（木） 10月8日（金） 10月13日（水） 10月22日（金） 11月21日（日）

9月24日（金） 10月11日（月） 10月14日（木） 10月25日（月） 11月24日（水）

9月25日（土） 10月11日（月） 10月14日（木） 10月25日（月） 11月24日（水）

9月26日（日） 10月11日（月） 10月14日（木） 10月25日（月） 11月24日（水）

9月27日（月） 10月12日（火） 10月15日（金） 10月26日（火） 11月25日（木）

9月28日（火） 10月13日（水） 10月18日（月） 10月27日（水） 11月26日（金）

9月29日（水） 10月14日（木） 10月19日（火） 10月28日（木） 11月27日（土）

9月30日（木） 10月15日（金） 10月20日（水） 10月29日（金） 11月28日（日）

10月1日（金） 10月18日（月） 10月21日（木） 11月1日（月） 12月1日（水）

10月2日（土） 10月18日（月） 10月21日（木） 11月1日（月） 12月1日（水）

10月3日（日） 10月18日（月） 10月21日（木） 11月1日（月） 12月1日（水）

10月4日（月） 10月19日（火） 10月22日（金） 11月2日（火） 12月2日（木）

10月5日（火） 10月20日（水） 10月25日（月） 11月4日（木） 12月4日（土）

10月6日（水） 10月21日（木） 10月26日（火） 11月5日（金） 12月5日（日）

10月7日（木） 10月22日（金） 10月27日（水） 11月8日（月） 12月8日（水）

10月8日（金） 10月25日（月） 10月28日（木） 11月9日（火） 12月9日（木）

10月9日（土） 10月25日（月） 10月28日（木） 11月9日（火） 12月9日（木）

10月10日（日） 10月25日（月） 10月28日（木） 11月9日（火） 12月9日（木）

10月11日（月） 10月26日（火） 10月29日（金） 11月10日（水） 12月10日（金）

10月12日（火） 10月27日（水） 11月1日（月） 11月11日（木） 12月11日（土）

10月13日（水） 10月28日（木） 11月2日（火） 11月12日（金） 12月12日（日）

10月14日（木） 10月29日（金） 11月4日（木） 11月15日（月） 12月15日（水）

令和３年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和３年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(水)発効とするためには、10月１日(金)までに答申要旨を公示し、指定日発効とする必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官総
持込

官報
公示

発効



別添２

令和３年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和３年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(水)発効とするためには、10月１日(金)までに答申要旨を公示し、指定日発効とする必要がある。

10月15日（金） 11月1日（月） 11月5日（金） 11月16日（火） 12月16日（木）

10月16日（土） 11月1日（月） 11月5日（金） 11月16日（火） 12月16日（木）

10月17日（日） 11月1日（月） 11月5日（金） 11月16日（火） 12月16日（木）

10月18日（月） 11月2日（火） 11月8日（月） 11月17日（水） 12月17日（金）

10月19日（火） 11月4日（木） 11月9日（火） 11月18日（木） 12月18日（土）

10月20日（水） 11月4日（木） 11月9日（火） 11月18日（木） 12月18日（土）

10月21日（木） 11月5日（金） 11月10日（水） 11月19日（金） 12月19日（日）

10月22日（金） 11月8日（月） 11月11日（木） 11月22日（月） 12月22日（水）

10月23日（土） 11月8日（月） 11月11日（木） 11月22日（月） 12月22日（水）

10月24日（日） 11月8日（月） 11月11日（木） 11月22日（月） 12月22日（水）

10月25日（月） 11月9日（火） 11月12日（金） 11月24日（水） 12月24日（金）

10月26日（火） 11月10日（水） 11月15日（月） 11月25日（木） 12月25日（土）

10月27日（水） 11月11日（木） 11月16日（火） 11月26日（金） 12月26日（日）

10月28日（木） 11月12日（金） 11月17日（水） 11月29日（月） 12月29日（水）

10月29日（金） 11月15日（月） 11月18日（木） 11月30日（火） 12月30日（木）

10月30日（土） 11月15日（月） 11月18日（木） 11月30日（火） 12月30日（木）

10月31日（日） 11月15日（月） 11月18日（木） 11月30日（火） 12月30日（木）

11月1日（月） 11月16日（火） 11月19日（金） 12月1日（水） 12月31日（金）

11月2日（火） 11月17日（水） 11月22日（月） 12月2日（木） 1月1日（土）

11月3日（水） 11月18日（木） 11月24日（水） 12月3日（金） 1月2日（日）

11月4日（木） 11月19日（金） 11月25日（木） 12月6日（月） 1月5日（水）

11月5日（金） 11月22日（月） 11月26日（金） 12月7日（火） 1月6日（木）

11月6日（土） 11月22日（月） 11月26日（金） 12月7日（火） 1月6日（木）

11月7日（日） 11月22日（月） 11月26日（金） 12月7日（火） 1月6日（木）

11月8日（月） 11月24日（水） 11月29日（月） 12月8日（水） 1月7日（金）

11月9日（火） 11月24日（水） 11月29日（月） 12月8日（水） 1月7日（金）

11月10日（水） 11月25日（木） 11月30日（火） 12月9日（木） 1月8日（土）

11月11日（木） 11月26日（金） 12月1日（水） 12月10日（金） 1月9日（日）

11月12日（金） 11月29日（月） 12月2日（木） 12月13日（月） 1月12日（水）

11月13日（土） 11月29日（月） 12月2日（木） 12月13日（月） 1月12日（水）

11月14日（日） 11月29日（月） 12月2日（木） 12月13日（月） 1月12日（水）

11月15日（月） 11月30日（火） 12月3日（金） 12月14日（火） 1月13日（木）

11月16日（火） 12月1日（水） 12月6日（月） 12月15日（水） 1月14日（金）

11月17日（水） 12月2日（木） 12月7日（火） 12月16日（木） 1月15日（土）

11月18日（木） 12月3日（金） 12月8日（水） 12月17日（金） 1月16日（日）

11月19日（金） 12月6日（月） 12月9日（木） 12月20日（月） 1月19日（水）

11月20日（土） 12月6日（月） 12月9日（木） 12月20日（月） 1月19日（水）

11月21日（日） 12月6日（月） 12月9日（木） 12月20日（月） 1月19日（水）

11月22日（月） 12月7日（火） 12月10日（金） 12月21日（火） 1月20日（木）

11月23日（火） 12月8日（水） 12月13日（月） 12月22日（水） 1月21日（金）

11月24日（水） 12月9日（木） 12月14日（火） 12月23日（木） 1月22日（土）

11月25日（木） 12月10日（金） 12月15日（水） 12月24日（金） 1月23日（日）

11月26日（金） 12月13日（月） 12月16日（木） 12月27日（月） 1月26日（水）

11月27日（土） 12月13日（月） 12月16日（木） 12月27日（月） 1月26日（水）

11月28日（日） 12月13日（月） 12月16日（木） 12月27日（月） 1月26日（水）

11月29日（月） 12月14日（火） 12月17日（金） 12月28日（火） 1月27日（木）

makinosny
四角
ここにメモを書いてください。



　三重県最低賃金

　「三重県最低賃金」は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や年齢を問いません。

　また、派遣労働者については、派遣先の地域別最低賃金又は特定（産業別）最低賃金が適用されます。

　特定（産業別）最低賃金  （適用業種欄 (E○○○）は日本標準産業分類項目コード）

最低賃金件名 適用業種

（効力発生日） 最低賃金額 （三重県最低賃金が適用される者）

※１　最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。

① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当　② 時間外、休日及び深夜割増賃金　③ 臨時に支払われる賃金　④ １か月を超える期間ごとに支払われる賃金
※２　最低賃金の減額特例

次に掲げる労働者については、使用者が三重労働局長の許可を受けた時は、減額された額により最低賃金の効力についての規定が適用されます。
① 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者　② 試の使用期間中の者　③ 認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの  ④ 軽易な業務に従事する者　⑤ 断続的労働に従事する者

※３　「三重県銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業最低賃金」、「三重県一般機械器具製造業最低賃金」、「三重県洋食器・刃物・手道具・金物類製造業最低賃金」の取り扱いについて

　           　「最低賃金」についてのお問合せは、三重労働局労働基準部賃金室（電話０５９－２２６－２１０８）又は最寄の労働基準監督署へお願いします。　
　　           三重労働局ホームページ（https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/home.html)、厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/)、もご参照ください。

三重県内の最低賃金
三 重 労 働 局
労 働 基 準 監 督 署

８７４円時間額 （令和２年10月1日発効）

　なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、下表の「特定（産業別）最低賃金」が適用されます。

当産業の最低賃金が適用されない者

三重県ガラス・同製品製造業最低賃金 ⑴  ガラス・同製品製造業(E211)
⑵  ⑴に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
⑶  純粋持株会社を営む使用者（管理する全子会社を通じての主要な経済
　活動が⑴に掲げる産業に分類されるものに限る。）

⑴  18歳未満又は65歳以上の者
⑵  雇い入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの
⑶  清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に従事する者

（令和２年12月21日発効）

時間額　９０１円

三重県電線・ケーブル製造業最低賃金 ⑴  電線・ケーブル製造業(E234)
⑵  ⑴に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
⑶  純粋持株会社を営む使用者（管理する全子会社を通じての主要な経済
　活動が⑴に掲げる産業に分類されるものに限る。）

⑴  18歳未満又は65歳以上の者
⑵  雇い入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの
⑶  次に掲げる業務に主として従事する者
 イ  清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務
 ロ  書類等の複写、集配又は簡易な入力業務
 ハ  手作業による軽易な包装、箱詰め又は運搬の業務

（令和２年12月21日発効）

時間額  ９２１円

三 重 県電 子部 品・ デバ イス ・電 子回 路、 ⑴  電子部品・デバイス・電子回路製造業(E28)
⑵  電気機械器具製造業（電球・電気照明器具製造業、電子応用装置製造業、電気
　計測器製造業、その他の電気機械製造業及びこれらの産業において管理,補助的
　経済活動を行う事業所を除く。）(E29)
⑶  情報通信機械器具製造業（ビデオ機器製造業、デジタルカメラ製造業、電子
　計算機・同附属品装置製造業及びこれらの産業において管理，補助的経済
　活動を行う事業所を除く。）(E30)
⑷ 純粋持株会社を営む使用者（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が
　⑴から⑶までに掲げる産業に分類されるものに限る。）

⑴  18歳未満又は65歳以上の者
⑵  雇い入れ後３月未満の者であって、技能習得中のもの
⑶  次に掲げる業務に主として従事する者
 イ  清掃又は片付けの業務
 ロ  卓上において手工具又は小型動力機を用いて行う組線、巻線、端末処
    理、かしめ、穴あけ、ねじ切り、曲げ、バリ取り、マーク打ち、打抜き又は
　  刻印の業務
 ハ  手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の供給若しくは取り
    そろえ、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、メッキのマスキング、
    みがき、脱脂、塗油又は運搬の業務
 ニ  書類等の事業場内集配、複写又は運搬の業務
 ホ  賄い又は雑役の業務

電気機械器具、情報通信機械器具製造業

最低賃金

（令和２年12月21日発効）

時間額　９０６円

　　「三重県最低賃金」と「特定（産業別）最低賃金」の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
　　従って、「三重県銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業最低賃金（時間額739円、日額5，907円　平成10年12月15日発効）」、「三重県一般機械器具製造業最低賃金（時間額762円　平成15年12
月15日発効）」、「三重県洋食器・刃物・手道具・金物類製造業最低賃金（時間額843円、平成27年12月20日発効）」が適用される労働者については、三重県最低賃金（時間額874円）の金額以上の
賃金を支払わなければなりません。

三重県建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品 ⑴  建設機械・鉱山機械製造業(E262)のうち建設用ショベルトラック製造業
⑵  自動車・同附属品製造業(E311)
⑶  船舶製造・修理業,舶用機関製造業(E313)
⑷  産業用運搬車両・同部分品・付属品製造業(E315)
⑸  その他の輸送用機械器具製造業(E319)（自転車・同部分品製造業を除く。）
⑹  ⑴から⑸までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
⑺  純粋持株会社を営む使用者（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が
　⑴から⑸までに掲げる産業に分類されるものに限る。）

⑴  18歳未満又は65歳以上の者
⑵  雇い入れ後３月未満の者であって、技能習得中のもの
⑶  次に掲げる業務に主として従事する者
 イ  清掃又は片付けの業務
 ロ  賄いの業務
 ハ  書類等の事業場内集配、複写又は運搬の業務
 ニ  手作業により又は手工具若しくは小型機械を用いて行う包装、袋詰め、
    箱詰め、洗浄、バリ取り、かしめ、穴あけ、取付け、選別、検数又は材料
    若しくは部品の送給、取りそろえの業務（これらの業務のうち、流れ作業
    の中で行う業務を除く。）
 ホ  手作業による簡単なさび落とし、塗装若しくはメッキにおけるマスキング
    又はさび止めの処理の業務

製造業、船舶製造・修理業，舶用機関製造業、産業用

運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用

機械器具製造業最低賃金

時間額　９４２円
（令和２年12月21日発効）



コース区分 引上げ額
引き上げる

労働者数

助成

上限額
助成対象事業場 助成率

20円コース 20円以上

１人 ２０万円

以下の２つの要件を
満たす事業場

①事業場内最低賃金と
三重県最低賃金の差額が

30円以内
(事業場内最低賃金が
874円～904円

の事業場）
※２

②事業場規模100人以下

◎事業場内最低賃金

８７４円～８９９円

４／５

生産性要件を満たした場合は

９／１０

◎事業場内最低賃金

９００円～９０４円

３／４

生産性要件を満たした場合は

４／５

２～３人 ３０万円

４～６人 ５０万円

７人以上 ７０万円

30円コース 30円以上

１人 ３０万円

２～３人 ５０万円

４～６人 ７０万円

７人以上 １００万円

60円コース 60円以上

１人 ６０万円

２～３人 ９０万円

４～６人 １５０万円

７人以上 ２３０万円

90円コース 90円以上

１人 ９０万円

２～３人 １５０万円

４～６人 ２７０万円

７人以上 ４５０万円

『業務改善助成金』は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金（事業場内
最低賃金）」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、

設備投資（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）

などを行った場合に、その費用の一部を助成します。

助成金の
概要

概 要

（※１）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率
が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

（※２）令和２年１０月１日からの三重県最低賃金を基にした対象事業場です。

「業務改善助成金」のご案内

（※1）

（※2）

業務改善助成金 検索詳しくはHPをご覧ください！

賃金引上げ
設備投資等に要した
費用の一部を助成

設備投資等

※申請期限：令和４年１月３１日

◆過年度に業務改善助成金を活用した事業場も、助成対象となります。

◆予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

◆ 事業完了の期限は令和４年３月３１日です。

ご留意頂きたい事項

🔎

厚生労働省 三重労働局雇用環境・均等室

（※1)



厚生労働省 三重労働局雇用環境・均等室

◆ 助成金の申請窓口は、三重労働局 雇用環境・均等室です。

☎０５９－２２６－２３１８ 〒514-8524 三重県津市島崎町327番2 津第二地方合同庁舎２階

申請先

◆ 「三重働き方改革推進支援センター」に、お気軽にお問い合わせください。

◆ 働き方改革推進支援センターは、中小企業・小規模事業者等のための無料相談窓口です。

（R３.４.１）

交付申請書・事業実施計画などを、
最寄りの都道府県労働局に提出

審
査

交付決定後、
提出した計画に
沿って事業実施

労働局に
事業実施結果を

報告

支給
審
査

助成金支給までの流れ

働き方改革推進支援資金

◆ 日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引上げに取り組む者に対して、設備資金や

運転資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。

【担当部署】各都道府県日本政策金融公庫

～・業務改善助成金の活用事例・～

E

フリーダイヤル 0120-111-417
固定電話 059-271-5668

FAX 059-993-0801

E-mail mie@task-work.com ホームページ https://task-work.com/mie/

☎

〒514-0004  三重県津市栄町２－２０９ セキゴン第二ビル2階 株式会社タスクールPlus
【2021年度 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(厚生労働省 三重労働局委託事業)】

お問い合わせ先






